
（仮訳） 

ロシア連邦産業商業省令 

 

 

2022 年 ７月 21 日                                   第 3042 号 

 

モスクワ 

 

 

2022年４月 19日付ロシア連邦産業商業省令第 1532号によって承認された、ロシア連邦領外において権利

保持者（特許権者）によって、およびその者の同意にもとづいて流通に乗せられたものであることを条件と

してロシア連邦民法典第 1359条第６項および第 1487条の規定を適用しない商品（商品群）の一覧の改正に

ついて 

 

 

 2022 年３月 29 日付ロシア連邦政府決定第 506 号「商品の形をとる知的活動の成果および商品に銘された

識別手段に対する独占的権利の保護に関する若干のロシア連邦民法典の規定を適用することができない商品

（商品群）について」（ロシア連邦法令集、2022 年第 14 号掲載番号 2286）第１項にしたがい、以下を命じ

る。 

 １．ここに添付する、2022 年４月 19 日付ロシア連邦産業商業省令第 1532 号「ロシア連邦領外において

権利保持者（特許権者）によって、およびその者の同意にもとづいて流通に乗せられたものであることを条

件としてロシア連邦民法典第 1359 条第６項および第 1487 条の規定を適用しない商品（商品群）の一覧の承

認について」（2022 年５月６日にロシア連邦法務省により登録番号 68421 として登録）によって承認され、

2022 年６月３日付ロシア連邦産業商業省令第 2299 号（2022 年７月４日にロシア連邦法務省により登録番号

69129 として登録）による変更を加えた、ロシア連邦の域外において権利保持者（特許権保持者）によっ

て、およびその者の同意にもとづいて流通に乗せられたものであることを条件としてロシア連邦民法典第

1359 条第６項および第 1487 条の規定を適用しない商品（商品群）の一覧を、本令への附属書の通り改訂す

る。 

 ２．本令は、その公布日から２日が経過した時点で発効する。 

 

 

大臣臨時代行                           V.S.オシマコフ 

 

 

 

 



（仮訳） 

 

2022 年７月 21 日付 

ロシア産業商業省令第 3042 号への 

                              附属書 

 

「2022 年４月 19 日付 

ロシア産業商業省令第 1532 号により 

                              承 認 

 

 

 

ロシア連邦の域外において権利保持者（特許権者）によって、およびその者の同意にもとづいて流通に乗せ

られたものであることを条件としてロシア連邦民法典第 1359 条第６項および第 1487 条1の規定を適用しな

い商品（商品群）の一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 ロシア連邦法令集、2006 年第 52 号掲載番号 5496；2014 年第 11 号掲載番号 1100 

商品名 商品コードおよび／または識別手段名 

ﾕｰﾗｼｱ経済
連合対外
経済活動
商品 
分類群 

生きている樹木その他の植物及びり
ん茎、根その他これらに類する商品

並びに切花及び装飾用の葉 

塩、硫黄、土石類、プラスター、石
灰及びセメント 

鉱石、スラグ及び灰 

鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれら
の蒸留物、歴青物質並びに鉱物性 

ろう 



2 

 

 

 

 

 

  

無機化学品及び貴金属、希土類
金属、放射性元素又は同位元素

の無機又は有機の化合物 

 

有機化学品 

医療用品 

なめしエキス、染色エキス、タン
ニン及びその誘導体、染料、顔料
その他の着色料、ペイント、ワニ
ス、パテその他のマスチック並び
に印刷ペイント、インキ、墨 

（医療用品として登録されている
商品を除く。） 



3 

 

 

 

 

  

精油、レジノイド、調製香料及び 

化粧品類 

（医薬品、医療用品として登録され
ている商品を除く。） 

 

以下を除く： 

以下を除く：バルハートヌィエ・ルーチキ 

美の百のレシピ、黒真珠、 

チースタヤリニヤ、 



4 

 

 

 

 

  

以下を除く：美の百のレシピ、 

チースタヤリニヤ、 



5 

 

 

 

  以下を除く：森のバルサム、 

チースタヤリニヤ、 



6 

 

 

 

  

石鹸、有機界面活性剤、洗剤、調製
潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き
剤、蝋燭その他これに類する商品、
モデリングペースト、歯科用ワック
ス及びプラスターをもととした歯科

用の調製品 

（医療用品として登録されている
商品を除く。） 

たんぱく系物質、変性でん粉、膠
（こう）着剤及び酵素 

たんぱく系物質、変性でん粉、 

膠（こう）着剤及び酵素 

火薬類、火工品、マッチ、発火性 

合金及び調製燃料 

新 

各種の化学工業生産品 

（医療用品として登録されている
商品を除く。） 

以下を除く：バルハートヌィエ・ルーチキ、美の百のレシピ、 

チースタヤリニヤ、 

写真用又は映画用の材料 



7 

 

 

 

  

プラスチック及びその製品 

（医療用品として登録されている
商品を除く。） 

 



8 

 

 

 

  



9 

 

 

 

  

ゴム及びその製品 

（医療用品として登録されている
商品を除く。） 

以下を除く： 



10 

 

 

 

  

革製品及び動物用装着具並びに旅行用
具、ハンドバッグその他これらに類す
る容器並びに動物の内臓（カイコガ

絹糸腺を除く。）の製品 

紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙
又は板紙の製品（医療用品として登

録されている商品を除く。） 

毛皮及び人造毛皮並びにこれらの 
製品 

以下を除く： 

以下を除く： 

以下を除く： 



11 

 

 

 

  
染み込ませ、塗布し、被覆し又は 

積層した紡織用繊維の織物類及び 

工業用の紡織用繊維製品 

（医療用品として登録されている 

商品を除く。） 

衣類及び衣類附属品（メリヤス編み
又はクロセ編みのものに限る。） 

衣類及び衣類附属品（メリヤス編み
又はクロセ編みのものを除く。） 

紡織用繊維のその他の製品、 

セット、中古の衣類、紡織用繊維の
中古の商品及びぼろ 

（医療用品として登録されている 

商品を除く。） 

以下を除く： 



12 

 

 

 

  

履物及びゲートルその他これに 

類する商品並びにこれらの部分品 

帽子及びその部分品 

傘、つえ、シートステッキ及びむち
並びにこれらの部分品 

石、プラスター、セメント、石綿、
雲母その他これらに類する材料の 

製品 

以下を除く： 

以下を除く： 

（6804 を

除く） 



13 

 

 

 

  

陶磁製品 

ガラス及びその製品 

（医療用品として登録されている 

商品を除く。） 

鉄鋼 



14 

 

 

 

  

鉄鋼製品 



15 

 

 

 

  



16 

 

 

 

  

銅及びその製品 



17 

 

 

 

  

アルミニウム及びその製品 

鉛及びその製品 



18 

 

 

 

  

亜鉛及びその製品 

すず及びその製品 

その他の卑金属及びサーメット 

並びにこれらの製品 



19 

 

 

 

  

卑金属製の工具、道具、刃物、 

スプーン及びフォーク並びに 

これらの部分品 



20 

 

 

 

  

各種の卑金属製品 



21 

 

 

 

  

原子炉、ボイラー及び機械類並び
にこれらの部分品 

（医療用品として登録されている
商品を除く。） 



22 

 

 

 

  



23 

 

 

 

  



24 

 

 

  



25 

 

 

 

  



26 

 

 

 

  



27 

 

 

 

  

電気機器及びその部分品並びに録
音機、音声再生機器並びにテレビ
ジョンの映像及び音声の記録用又
は再生用の機器並びにこれらの 

部品および付属品 
（医療用品として登録されている

商品を除く。） 



28 

 

 

 

  



29 

 

 

 

  



30 

 

 

 

  



31 

 

 

 

  



32 

 

 

 

  



33 

 

 

 

  

鉄道用又は軌道用の機関車及び車両
並びにこれらの部分品、鉄道又は 

軌道の線路用装備品及びその部分品
並びに機械式交通信号用機器 

（電気機械式のものを含む） 

鉄道用及び軌道用以外の車両並びに
その部分品及び附属品 



34 

 

 

 

 

  

新 

船舶及び浮き構造物 

光学機器、写真用機器、映画用機

器、測定機器、検査機器、精密機器

及び医療用機器並びにこれらの 

部分品及び附属品 

（医療用品として登録されている 

商品を除く。） 

 

航空機及び宇宙飛行体並びにこれら
の部分品 



35 

 

 

 

  



36 

 

 

 

  

時計及びその部分品 



37 

 

 

 

  
楽器並びにその部分品及び附属品 

武器及び銃砲弾並びにこれらの部分
品及び附属品 

家具、寝具、マットレス、マットレス
サポート、クッションその他これらに
類する詰物をした物品並びにランプ
その他の照明器具（他の類に該当す
るものを除く。）及びイルミネーシ
ョンサイン、発光ネームプレート 

その他これらに類する物品並びに 

プレハブ建築物 

（医療用品として登録されている 

商品を除く。） 

玩具、遊戯用具及び運動用具並びに
これらの部分品及び附属品 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑品 


